
（第一面） 

 

様式１（第５条関係） 

 

建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書 

 

年  月  日 

建築主事  様 

 

建築主氏名               

 

 

申請に係る建築物の建築物エネルギー消費性能確保計画について、建築物のエネルギー消費性能

に関する法律施行規則第３条に該当する軽微な変更がありましたので、変更の内容を報告します。 

 

   

（１）建築物等の名称  

（２）建築物等の所在地  

（３）省エネ適合判定年月日・番号  

（４）変更の内容 

 □Ａ 省エネ性能が向上する変更 

 □Ｂ 一定範囲内の省エネ性能が減少する変更 

 □Ｃ 再計算によって基準適合が明らかな変更（計画の抜本的な変更を除く） 

（５）備考 

 

 

（注意） 

１．この説明書は、完了検査申請の際に、申請に係る建築物の建築物エネルギー消

費性能確保計画に軽微な変更があった場合に、完了検査申請書の第三面の別

紙として添付してください。 

２．（４）変更の内容において、Ａにチェックした場合には第二面に、Ｂにチェッ

クした場合は第三面に必要事項を記入した上で、変更内容を説明するための

図書を添付してください。Ｃにチェックした場合には軽微変更該当証明書及

びその申請に要した図書を添付してください。 

受付欄 

 

 



（第二面） 

 

【Ａ 省エネ性能が向上する変更】 

・変更内容は、□チェックに該当する事項となる 

□ ①建築物高さもしくは外周長の減少 

□ ②外壁、屋根もしくは外気に接する床の面積の減少 

□ ③空調負荷の軽減となる外皮性能の変更 

□ ④設備機器の効率向上・損失低下となる変更 

□ ⑤設備機器の制御方法の効率向上・損失低下となる変更 

□ ⑥エネルギーの効率的利用を図ることのできる設備の新設、増設 

□ その他 （                             ） 

・上記□チェックについて具体的な変更の記載欄 

 

・添付図書等 

 

（注意）変更内容は、該当するものすべてにチェックすることとし、チェックをした事項については、

具体的な変更内容を記載した上で、変更内容を示す図書を添付してください。 

 

 

  



 

（第三面） 

 

【Ｂ 一定範囲内の省エネ性能が減少する変更】 

・変更前のＢＥＩ＝（   ）＜０．９ 

・変更となる設備の概要 

□ 空気調和設備   

 

変更内容記入欄 

 

 

□ 機械換気設備   

 

変更内容記入欄 

 

 

□ 照明設備   

 

変更内容記入欄 

 

 

□ 給湯設備   

 

変更内容記入欄 

 

 

□ 太陽光発電   

 

変更内容記入欄 

 

 

・添付図書等 

 

（注意）変更となる設備は、該当するものすべてにチェックすることとし、チェックをした設備につ

いては、変更内容記入欄に概要を、第三面別紙に必要事項を記入した上で、変更内容を示す図書を添

付してください。 

 



（第三面 別紙） 

 

【空気調和設備関係】 

次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上す

る変更」である変更。 

（い）外壁の平均熱貫流率について５％を越えない増加 かつ窓の平均熱貫流率について５％を超

えない増加 

外壁の平均熱貫流率について５％を越えない増加の確認 

  変更内容    □ 断熱材種類  □ 断熱材厚み 

  変更する方位  □ 全方位 □ 一部方位のみ（方位      ） 

  変更前・変更後の平均熱貫流率 

  変更前（    ） 変更後（    ） 増加率（    ）％ 

窓の平均熱貫流率について５％を越えない増加の確認 

  変更内容    □ ガラス種類  □ ブラインドの有無 

  変更する方位  □ 全方位 □ 一部方位のみ（方位      ） 

  変更前・変更後の平均熱貫流率 

  変更前（    ） 変更後（    ） 増加率（    ）％ 

（ろ）熱源機器の平均効率について 10％を超えない増加 

平均熱源効率（冷房平均ＣＯＰ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の平均熱源効率 

  変更前（    ） 変更後（    ） 減少率（    ）％ 

平均熱源効率（暖房平均ＣＯＰ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の平均熱源効率 

  変更前（    ） 変更後（    ） 減少率（    ）％ 

 



（第三面 別紙） 

 

【機械換気設備関係】 

評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外につ

いては「変更なし」か「性能が向上する変更」である変更。 

（い）送風機の電動機出力について 10％を超えない増加 

  室用途（    ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の送風機の電動機出力 

  変更前（    ） 変更後（    ） 増加率（    ）％ 

  室用途（    ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の送風機の電動機出力 

  変更前（    ） 変更後（    ） 増加率（    ）％ 

（ろ）計算対象床面積について５％を超えない増加（室用途が「駐車場」「厨房」である場合のみ） 

  室用途（ 駐車場 ） 

  変更前・変更後の床面積 

  変更前（    ） 変更後（    ） 増加率（    ）％ 

  室用途（ 厨房 ） 

  変更前・変更後の床面積 

  変更前（    ） 変更後（    ） 増加率（    ）％ 

 



（第三面 別紙） 

 

【照明設備関係】 

評価の対象になる室の用途毎につき、次に掲げる（い）に該当し、これ以外については「変更なし」

か「性能が向上する変更」である変更。 

（い）単位面積あたりの照明器具の消費電力について 10％を超えない増加 

  室用途（    ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 

  変更前（    ） 変更後（    ） 増加率（    ）％ 

  室用途（    ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 

  変更前（    ） 変更後（    ） 増加率（    ）％ 

  室用途（    ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 

  変更前（    ） 変更後（    ） 増加率（    ）％ 

  室用途（    ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の単位面積あたりの消費電力 

  変更前（    ） 変更後（    ） 増加率（    ）％ 

 

 



（第三面 別紙） 

 

【給湯設備関係】 

評価の対象になる湯の使用用途毎につき、次に掲げる（い）に該当し、これ以外については「変更

なし」か「性能が向上する変更」である変更。 

（い）給湯機器の平均効率について 10％を超えない低下 

  湯の使用用途（       ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の平均効率 

  変更前（    ） 変更後（    ） 減少率（    ）％ 

  湯の使用用途（       ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の平均効率 

  変更前（    ） 変更後（    ） 減少率（    ）％ 

  湯の使用用途（       ） 

  変更内容    □ 機器の仕様変更  □ 台数の増減 

  変更前・変更後の平均効率 

  変更前（    ） 変更後（    ） 減少率（    ）％ 

 

 



（第三面 別紙） 

 

【太陽光発電関係】 

下表に掲げる（い）、（ろ）のいずれかに該当し、これ以外については「変更なし」か「性能が向上

する変更」である変更。 

（い）太陽電池アレイのシステム容量について２％を超えない減少 

  変更前・変更後の太陽電池アレイのシステム容量 

  変更前 システム容量の合計値（    ） 

変更後 システム容量の合計値（    ） 

変更前・変更後のシステム容量減少率（    ）％ 

（ろ）パネル方位角について 30度を超えない変更かつ傾斜角について 10度を超えない変更 

  パネル番号（       ） 

  パネル方位角 □30度を越えない変更（    ）度変更 

  パネル傾斜角 □10度を越えない変更（    ）度変更 

  パネル番号（       ） 

  パネル方位角 □30度を越えない変更（    ）度変更 

  パネル傾斜角 □10度を越えない変更（    ）度変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２（第５条関係） 

 

（第一面） 

 

軽微変更該当証明申請書 

 

年  月  日 

 

登録建築物エネルギー消費性能判定機関  殿 

 

建築主の住所又は             

主たる事務所の所在地           

建築主の氏名又は名称           

代 表 者 の 氏 名             

設計者氏名                

 

 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第１１条の規定により、建築物エネ

ルギー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部分に限る。）の変更が同規則第３条の軽微な変更に

該当していることを証する書面の交付を申請します。この申請書及び添付図書に記載の事項は、

事実に相違ありません。 

 

 

【計画を変更する建築物の直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定】 

【適合判定通知書番号】   第    号 

【適合判定通知書交付年月日】      年  月  日 

【適合判定通知書交付者】 

【軽微な変更の概要】 

 

 

（本欄には記入しないでください。） 

受付欄 軽微変更該当証明書番号欄 決裁欄 

年  月  日 年  月  日  

第        号 第        号 

係員氏名 

 

 

係員氏名 

 

 

（注意）第二面から第五面までとして建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

別記様式第一の第二面から第五面までに記載すべき事項を記載した書類を添えてください。 



様式３（第５条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第１１条の規定による 

軽微変更該当証明書 

 

 

（建築主の氏名又は名称） 様 

 

（登録住宅性能評価機関等名）   印 

 

 

下記による申請書に記載の建築物エネルギー消費性能確保計画（非住宅部分に係る部分に限

る。）の変更は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第３条の軽微な変

更に該当していることを証明します。 

 

記 

 

１ 申請年月日           年  月  日 

 

 

２ 建築場所 

 

 

３ 建築物又はその部分の概要 

 

 

（注意）この証は、大切に保存しておいてください。 

 

 
 

    

  



様式４（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

小樽市長       印 

 

   

建築物エネルギー消費性能確保計画（住宅部分）について 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１５条第３項の規定により下

記の登録建築物エネルギー消費性能判定機関より送付を受けた     の建築物

エネルギー消費性能確保計画の住宅部分に係る部分について、内容を確認しましたの 

で、副本の一部をお返しします。 

 

記 

 
【建築物エネルギー消費性能確保計画の内容】 
 

１ 計画書提出年月日          年   月   日 
 
２ 建築場所 
 
３ 用途 
 
４ 計画書を提出した登録建築物エネルギー消費性能判定機関 
 
 
５ 計画書の送付を受けた日      年   月   日 

 
【住宅部分の判定結果】 
 

□ 建築物エネルギー消費性能基準に適合 
 

□ 建築物エネルギー消費性能基準に一部不適合 
 
 

（備考） 

建築物エネルギー消費性能基準に不適合箇所がある場合は、適合となるように計画の

変更等に努めてください。なお、基準に適合しない場合であって、エネルギー消費性能

の確保のために必要があると認めるときは、必要な措置について指示（協議）をするこ

とがあります。 

新規 

変更 



様式５（第６条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１６条第１項の規定による 

指示書 

               第     号 

年  月  日 

  様 

                

小樽市長           印 

 

 

下記の登録建築物エネルギー消費性能判定機関より送付を受けた計画の住宅部分に係る部分は、

建築物のエネルギー消費性能基準に適合せず、下記の理由により当該建築物のエネルギー消費性能

の確保のため必要があると認められますので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第

１６条第１項の規定により下記のとおり指示します。指示事項について計画の変更等の措置を行

い、その結果を報告期限までに報告してください。 

なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、小

樽市長に対して審査請求をすることができます（なお、この通知を受けた日の翌日から起算して３

か月以内であっても処分の日から１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

また、この通知を受けた日（当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決

の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、小樽市を被告として（訴訟において小樽市

を代表する者は小樽市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、

この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分又は裁決の日

から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

記 

 

１ 計画書提出年月日          年   月   日 

 

２ 建築場所 

 

３ 用途 

 

４ 計画書を提出した登録建築物エネルギー消費性能判定機関 

 

 

５ 指示事項 

 

６ 指示理由 

 

７ 報告期限           年   月   日 

 

    



様式６（第６条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１６条第２項の規定による 

命令書 

               第     号 

年  月  日 

              様 

                

小樽市長            印 

 

 

下記の登録建築物エネルギー消費性能判定機関より送付を受けた計画の住宅部分に係る部分は、  

年  月  日付け○○○第   号で建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１６

条第１項の規定に基づき、計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示しましたが、まだ、

指示に対する報告がされておりません。下記のとおり指示に係る措置をとるべきことを命じます。 

なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、小

樽市長に対して審査請求をすることができます（なお、この通知を受けた日の翌日から起算して３

か月以内であっても処分の日から１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

また、この通知を受けた日（当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決

の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、小樽市を被告として（訴訟において小樽市

を代表する者は小樽市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、

この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分又は裁決の日

から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

記 

 

１ 計画書提出年月日          年   月   日 

 

２ 建築場所 

 

３ 用途 

 

４ 計画書を提出した登録建築物エネルギー消費性能判定機関 

 

 

５ 指示事項 

 

６ 指示理由 

 

７ 是正期限           年   月   日 

 

 

 

 

 



様式７（第６条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１６条第３項の規定による 

協議書 

               第     号 

年  月  日 

  様 

 

                

小樽市長           印 

 

 

下記の登録建築物エネルギー消費性能判定機関より送付を受けた計画の住宅部分に係る部

分は、建築物のエネルギー消費性能基準に適合せず、下記の理由により当該建築物のエネルギ

ー消費性能の確保のため必要があると認められますので、建築物のエネルギー消費性能の向上

に関する法律第１６条第３項の規定により下記のとおり協議します。 

 

記 

 

１ 計画書提出年月日          年   月   日 

 

２ 建築場所 

 

３ 用途 

 

４ 計画書を提出した登録建築物エネルギー消費性能判定機関 

 

 

５ 協議事項 

 

６ 協議理由 

 

７ 報告期限           年   月   日 

 

 



様式８（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

        様 

 

小樽市長        印 

   

 

届出書（通知書）について 

 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（第１９条第１項（同条第４項に

おいて読み替えて適用する場合を含む。）又は同法附則第３条第２項（同条第５項に

おいて読み替えて適用する場合を含む。）、第２０条第２項）の規定により    の

届出（通知）のあった下記の計画について、内容を確認しましたので、副本をお返し

します。 

 

記 

 

【届出（通知）の内容】 

 

１ 届出（通知）年月日          年   月   日 

 

２ 建築場所 

 

３ 用途 

 

【審査結果】 

 □ 建築物エネルギー消費性能基準に適合 

 □ 建築物エネルギー消費性能基準に一部不適合 

 

（備考） 

建築物エネルギー消費性能基準に不適合箇所がある場合は、適合となるように計画の変更

等に努めてください。なお、基準に適合しない場合であって、エネルギー消費性能の確保の

ために必要があると認めるときは、必要な措置について指示（協議）をすることがあります。 

新規 

変更 



様式９（第７条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１９条第２項 

又は法附則第３条第３項の規定による 

指示書 

               第     号 

年  月  日 

  様 

                

小樽市長            印 

 

 

下記による届出に係る計画は、建築物のエネルギー消費性能基準に適合せず、下記の理由により

当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認められますので、建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律第１９条第２項又は法附則第３条第３項の規定により下記のとお

り指示します。指示事項について計画の変更等の措置を行い、その結果を報告期限までに報告して

ください。 

なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、小

樽市長に対して審査請求をすることができます（なお、この通知を受けた日の翌日から起算して３

か月以内であっても処分の日から１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

また、この通知を受けた日（当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決

の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、小樽市を被告として（訴訟において小樽市

を代表する者は小樽市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、

この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分又は裁決の日

から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

記 

 

１ 届出年月日          年   月   日 

 

２ 建築場所 

 

３ 用途 

 

４ 指示事項 

 

５ 指示理由 

 

６ 報告期限           年   月   日 

   



様式１０（第７条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第１９条第３項 

又は法附則第３条第４項の規定による 

命令書 

               第     号 

年  月  日 

          様 

                

小樽市長            印 

 

 

下記による届出に係る計画は、  年  月  日付け○○○第   号で建築物のエネルギー

消費性能の向上に関する法律第１９条第２項又は法附則第３条第３項の規定に基づき、計画の変更

その他必要な措置をとるべきことを指示しましたが、まだ、指示に対する報告がされておりません。

下記のとおり指示に係る措置をとるべきことを命じます。 

なお、この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か月以内に、小

樽市長に対して審査請求をすることができます（なお、この通知を受けた日の翌日から起算して３

か月以内であっても処分の日から１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

また、この通知を受けた日（当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対する裁決

の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、小樽市を被告として（訴訟において小樽市

を代表する者は小樽市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、

この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であっても、処分又は裁決の日

から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

記 

 

１ 届出年月日          年   月   日 

 

２ 建築場所 

 

３ 用途 

 

４ 指示事項 

 

５ 指示理由 

 

６ 是正期限           年   月   日 

 

            

    



様式１１（第７条関係） 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第２０条第３項の規定による 

協議書 

               第     号 

年  月  日 

        様 

 

                

小樽市長            印 

 

 

下記による届出に係る計画は、建築物のエネルギー消費性能基準に適合せず、下記の理由により

当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認められますので、建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律第２０条第３項の規定により下記のとおり協議します。 

 

記 

 

１ 通知年月日          年   月   日 

 

２ 建築場所 

 

３ 用途 

 

４ 協議事項 

 

５ 協議理由 

 

６ 報告期限           年   月   日 

 

            

 

 



様式１２（第１０条関係） 

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査 

適 合 証 

 

（依頼者の氏名又は名称） 様 

 

（登録住宅性能評価機関等名） 印  

 

 

建築物エネルギー消費性能向上計画に係る技術的審査業務規定に基づき、建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律第３５条第１項第１号から第４号の認定基準のうち、第１

号、第２号及び第４号（第４号に該当する場合に限る。）の基準に適合していることを証し

ます。 

 

記 

１ 建築物の位置 

 

２ 建築物の名称 

 

３ 建築物の用途   □一戸建ての住宅  □住宅以外の用途のみに供する建築物 

□共同住宅等  □住宅及び住宅以外の両方の用途に供する建築物 

 

４ 建築物の工事種別   □新築   □増築   □改築 

□直接外気に接する屋根、壁又は床の修繕又は模様替 

□空気調和設備等の設置   □空気調和設備等の改修 

 

５ 申請の別     □建築物全体   □住戸のみ   □建築物全体と住戸の両方 

 

６ 認定申請先の所管行政庁名  小樽市 

 

技術的審査依頼年月日 年   月   日 

認 定 申 請 予 定 日 年   月   日 

適合証交付年月 日 年   月   日 

適 合 証 交 付 番 号  

審 査 員 氏 名  

 

 

 

 

 

 

 



様式１３（第１６条関係） 

取下げ届 

年  月  日 

小樽市長    様 

 

申請者住所              

氏名又は名称                

 

 

次の認定の申請を取り下げるので、小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する

要綱第１６条の規定に基づき届け出ます。 

 

記 

１ 申請年月日 

年   月   日 

 

２ 確認の特例の有無（法第３５条第２項に基づく申出） 

有   無 

 

３ 申請に係る建築物の位置 

 

 

４ 申請の別 

□建築物全体   □住戸のみ   □建築物全体と住戸の両方 

 

５ 取下げ理由 

 

 

 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 備 考 

年  月  日   

第         号 

係員氏名 

 (注意)１ ※印の欄には、記入しないでください。 

２ 申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

 

 

 

 



様式１４（第１７条関係） 

 

認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の工事を取りやめる旨の届出書 

 

年  月  日 

小樽市長    様 

認定建築主住所                

氏名又は名称                

 

 

認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく次の建築物の工事を取りやめたいので、

小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱第１７条の規定に基づき、認定通

知書を添えて届け出ます。 

 

記 

１ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）番号 

第       号 

 

２ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）年月日 

年   月   日 

 

３ 確認の特例の有無（法第３５条第２項に基づく申出） 

有    無   （確認年月日・番号                 ） 

 

４ 認定に係る建築物の位置 

 

 

５ 認定の別 

□建築物全体   □住戸のみ   □建築物全体と住戸の両方 

 

６ 認定建築主（計画の認定を受けた者）の氏名又は名称 

 

 

７ 取りやめの理由 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 備 考 

年  月  日   

第         号 

係員氏名 

 (注意)１ ※印の欄には、記入しないでください。 

２ 認定建築主が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 



様式１５（第１８条関係） 

 

認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の工事が完了した旨の報告書 

 

年  月  日 

小樽市長    様 

 

認定建築主住所              

氏名又は名称              

 

 

認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の工事が完了したので、小樽市建

築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱第１８条第１項の規定により、次のとおり

報告します。 

 

記 

１ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）番号 

第       号 

 

２ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）年月日 

年   月   日 

 

３ 確認の特例の有無（法第３５条第２項に基づく申出） 

有    無  （確認年月日・番号               ） 

 

４ 認定に係る建築物の位置 

 

 

５ 認定の別 

□建築物全体   □住戸のみ   □建築物全体と住戸の両方 

 

６ 認定建築主 

  【氏名又は名称】 

  【住 所】 

  【電話番号】 

 

７ 工事完了年月日 

年   月   日 

 

８ 工事施工者 

【名 称】 

【建設業の許可番号】 

【所在地】 

【電話番号】 

 



９ 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づき、建築物の工事が行われたことを確認

した建築士等 

【資 格】 （    ）建築士（    ）登録第      号 

【住 所】 

【氏 名】                    

【建築士事務所名】（    ）建築士事務所（    ）知事登録第      号 

【所在地】 

 

１０ 工事中の軽微な変更の内容 

 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 備 考 

年  月  日   

第         号 

係員氏名 

 (注意)１ ※印の欄には、記入しないでください。 

２ 認定建築主が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

３ 「１０．工事中の軽微な変更の内容」は別紙とすることができます。 

４ 建築基準法第７条５項又は同法第７条の２第５項に規定する検査済証の写しを添付

してください。 

５ 建築士法第２０条第３項による工事監理報告書（写）及び軽微な変更があった場合

にはその変更に係る図面を添付してください。 

    ６ 認定建築主の電話番号は、工事完了後に連絡が可能となる電話番号を記載してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式１６（第１８条関係） 

認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の状況報告書 

年  月  日 

小樽市長    様 

 

認定建築主住所                

氏名又は名称                

 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３７条の規定により、報告の求めのあ

った認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく次の建築物の新築等の状況について、

小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱第１８条第２項の規定に基づき、

次のとおり報告します。 

 

記 

１ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）番号 

第       号 

 

２ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）年月日 

年   月   日 

 

３ 確認の特例の有無（法第３５条第２項に基づく申出） 

有   無  （確認年月日・番号                 ） 

 

４ 認定に係る建築物の位置 

 

 

５ 認定の別 

□建築物全体   □住戸のみ   □建築物全体と住戸の両方 

 

６ 認定建築主（計画の認定を受けた者）の氏名又は名称 

 

 

７ 新築等の状況 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 備 考 

年  月  日   

第         号 

係員氏名 

(注意)１ ※印の欄には、記入しないでください。 

２ 認定建築主が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 



様式１７（第１９条関係） 

認定しない旨の通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

小樽市長          印 

 

 

別添の認定申請書及び添付図書に記載の計画は、次の理由により、建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律第３５条第１項の規定による認定をしないこととしたので、これ

を通知します。 

なお、この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か

月以内に、小樽市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この通知を受けた日

の翌日から起算して３か月以内であっても処分の日から１年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。）。 

また、この通知を受けた日（当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対す

る裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、小樽市を被告として（訴訟に

おいて小樽市を代表する者は小樽市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます（なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であ

っても、処分又は裁決の日から１年を経過すると処分の取消しを提起することができなくな

ります。）。 

 

記 

１ 申請年月日 

年  月  日 

 

２ 申請者の住所 

 

 

３ 申請に係る建築物の位置 

 

 

４ 申請の別 

□建築物全体   □住戸のみ   □建築物全体と住戸の両方 

 

 

５ 理由 

 

 

 

 

 

 

 



様式１８（第２０条関係） 

改善命令書 

第     号 

年  月  日 

           様 

 

小樽市長          印 

 

 

次の認定建築物エネルギー消費性能向上計画について、建築物のエネルギー消費性能の向

上に関する法律第３８条の規定により、改善に必要な措置を命じます。 

なお、この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か

月以内に、小樽市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この通知を受けた日

の翌日から起算して３か月以内であっても処分の日から１年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。）。 

また、この通知を受けた日（当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対す

る裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、小樽市を被告として（訴訟に

おいて小樽市を代表する者は小樽市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます（なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であ

っても、処分又は裁決の日から１年を経過すると処分の取消しを提起することができなくな

ります。）。 

 

記 

１ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）番号 

第       号 

 

２ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）年月日 

年   月   日 

 

３ 確認の特例の有無（法第３５条第２項に基づく申出） 

       有   無  （確認年月日・番号                 ） 

 

４ 認定に係る建築物の位置 

 

５ 申請の別 

□建築物全体   □住戸のみ   □建築物全体と住戸の両方 

 

６ 認定建築主の氏名又は名称 

 

７ 命ずる措置 

 

８ 改善の期限 

年  月  日 

 

 



様式１９（第２１条関係） 

認定取消し通知書 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

 

小樽市長          印 

 

 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３９条の規定に基づき、次の認定建築

物エネルギー消費性能向上計画について、その認定を取り消しましたので、これを通知しま

す。これにより、認定通知書はその効力を失います。 

なお、この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か

月以内に、小樽市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この通知を受けた日

の翌日から起算して３か月以内であっても処分の日から１年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。）。 

また、この通知を受けた日（当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対す

る裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、小樽市を被告として（訴訟に

おいて小樽市を代表する者は小樽市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます（なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であ

っても、処分又は裁決の日から１年を経過すると処分の取消しを提起することができなくな

ります。）。 

記 

１ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）番号 

第       号 

 

２ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）年月日 

年   月   日 

 

３ 確認の特例の有無（法第３５条第２項に基づく申出） 

有   無  （確認年月日・番号                 ） 

 

４ 認定に係る建築物の位置 

 

５ 申請の別 

□建築物全体   □住戸のみ   □建築物全体と住戸の両方 

 

６ 認定建築主の氏名又は名称 

 

７ 理由 

 

 



様式２０（第２１条関係） 

 

認定取消し通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

小樽市長        印 

 

 

 小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱第２１条第２項の規定により、

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第３５条第１項（同法第３６条第２項にお

いて準用する場合を含む）による下記の認定を取り消したので通知します。 

 

 

記 

 

 

１ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）番号 

       第       号 

 

２ 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定（変更認定）年月日 

       年   月   日 

 

３ 確認の特例の有無（法第３５条第２項に基づく申出） 

       有   無  （確認年月日・番号                   ） 

 

４ 認定に係る建築物の位置 

 

 

５ 申請の別 

  □建築物全体   □住戸のみ   □建築物全体と住戸の両方 

 

６ 認定建築主の氏名又は名称 

 

 

７ 理由 

   小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱第１７条の規定に基づき、認定建

築物エネルギー消費性能向上計画の建築を取りやめる旨の届出があったため。 

 

 

 

 



様式２１（第２２条関係） 

名 義 変 更 届 出 書 

 

  年  月  日  

小 樽 市 長  様 

 

譲 受 人 住所                 

電話番号               

氏名                 

譲 渡 人 住所                 

電話番号               

氏名                 

 

 

 次のとおり名義変更をしたので小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要

綱第２２条の規定により届け出ます。 

 

建 築 位 置  

認定年月日 

認定番号 
 

名義変更年月日  

理 由 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 用 ※ 備 考 

   

注 認定通知書を添付すること。 

 



様式２２（第２４条関係） 

建築物のエネルギー消費性能に係る認定における技術的審査 

適 合 証 

（依頼者の氏名又は名称） 様 

 

（登録住宅性能評価機関等名）  印  

 

 

建築物のエネルギー消費性能に係る認定における技術的審査業務規定に基づき、建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律第２条第３号に規定する建築物エネルギー消費性能

基準に合していることを証します。 

 

記 

１ 建築物の位置 

 

 

２ 建築物の名称 

 

 

３ 建築物の用途  □一戸建ての住宅  □住宅以外の用途のみに供する建築物 

□共同住宅等  □住宅及び住宅以外の両方の用途に供する建築物 

 

４ 建築物の住戸数  建築物全体   戸（住宅部分を有する場合） 

 

 

５ 認定申請先の所管行政庁名  小樽市 

 

技術的審査依頼年月日 年   月   日 

認 定 申 請 予 定 日 年   月   日 

適合証交付年月 日 年   月   日 

適 合 証 交 付 番 号  

審 査 員 氏 名  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２３（第２８条関係） 

取下げ届 

年  月  日  

小樽市長   様 

 

申請者住所               

氏名又は名称                 

 

 

次の認定の申請を取り下げるので、小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する

要綱第２８条の規定に基づき届け出ます。 

 

記 

１ 申請年月日 

年  月  日 

 

２ 申請に係る建築物の位置 

 

 

３ 取下げ理由 

 

 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 備 考 

年  月  日   

第         号 

係員氏名 

(注意)１ ※印の欄には、記入しないでください。 

２ 申請者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２４（第２９条関係） 

認定しない旨の通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

 

小樽市長          印  

 

 

別添の認定申請書及び添付図書に記載の計画は、次の理由により、建築物のエネルギー消

費性能の向上に関する法律第４１条第２項の規定による認定をしないこととしたので、これ

を通知します。 

なお、この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か

月以内に、小樽市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この通知を受けた日

の翌日から起算して３か月以内であっても処分の日から１年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。）。 

また、この通知を受けた日（当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対す

る裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、小樽市を被告として（訴訟に

おいて小樽市を代表する者は小樽市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます（なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であ

っても、処分又は裁決の日から１年を経過すると処分の取消しを提起することができなくな

ります。）。 

 

記 

 

１ 申請年月日 

年  月  日 

 

２ 申請者の住所 

 

 

３ 申請に係る建築物の位置 

 

 

４ 理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２５（第３０条関係） 

 

基準適合認定建築物の取消し申出書 

 

年  月  日 

 

 

小樽市長 様 

 

 

                       所有者住所 

                       氏名又は名称            

 

 

 小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱第３０条の規定に基づき、基準

適合認定建築物の基準適合表示認定を取り消したいので、申し出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 建築物のエネルギー消費性能基準の認定番号 

      第       号 

 

２ 建築物のエネルギー消費性能基準の認定年月日 

      年   月   日 

 

３ 認定に係る建築物の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 備 考 

年  月  日   

第         号 

係員氏名 

(注意)１ ※印の欄には、記入しないでください。 

２ 所有者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 



様式２６（第３１条関係） 

 

基準適合認定建築物の状況報告書 

 

年  月  日 

 

小樽市長 様 

 

                         所有者住所 

                         氏名又は名称            

 

 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第４３条第１項の規定により、報告の求めの

あった基準適合認定建築物の状況について、小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関す

る要綱第３１条の規定に基づき、次のとおり報告します。 

 

 

記 

 

 

１ 基準適合認定建築物の認定番号 

     第       号 

 

２ 基準適合認定建築物の認定年月日 

     年   月   日 

 

３ 認定に係る建築物の位置 

 

 

４ 報告の内容 

 

 

 

 

 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 欄 ※ 備 考 

年  月  日   

第         号 

係員氏名 

(注意)１ ※印の欄には、記入しないでください。 

２ 所有者が法人である場合には、代表者の氏名を併せて記載してください。 

 

 



様式２７（第３２条関係） 

認定取消し通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

 

 

小樽市長            印 

 

 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第４２条の規定に基づき、次の建築物の

エネルギー消費性能に係る認定について、その認定を取り消しましたので、これを通知しま

す。これにより、認定通知書はその効力を失います。 

なお、この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して３か

月以内に、小樽市長に対して審査請求をすることができます。（なお、この通知を受けた日

の翌日から起算して３か月以内であっても処分の日から１年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。）。 

また、この通知を受けた日（当該処分につき審査請求をした場合においては、これに対す

る裁決の送達を受けた日）の翌日から起算して６か月以内に、小樽市を被告として（訴訟に

おいて小樽市を代表する者は小樽市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起すること

ができます（なお、この通知又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内であ

っても、処分又は裁決の日から１年を経過すると処分の取消しを提起することができなくな

ります。）。 

記 

 

１ 建築物のエネルギー消費性能に係る認定の認定番号 

第       号 

 

２ 建築物のエネルギー消費性能に係る認定の認定年月日 

年   月   日 

 

３ 認定に係る建築物の位置 

 

 

４ 認定建築主の氏名又は名称 

 

 

５ 理由 

 

 

 

 

 

 

 



様式２８（第３２条関係） 

 

認定取消し通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

小樽市長         印  

 

 

 小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱第３２条第２項の規定により、

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第４１条第２項による下記の認定を取り消

したので通知します。 

 

記 

 

１ 建築物のエネルギー消費性能に係る認定の認定番号 

       第       号 

 

２ 建築物のエネルギー消費性能に係る認定の認定年月日 

       年   月   日 

 

３ 認定に係る建築物の位置 

 

 

４ 認定建築主の氏名又は名称 

 

 

５ 理由 

  小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要綱第３０条の規定に基づき、基準適

合認定建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合しなくなった旨の申出があったため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式２９（第３３条関係） 

名 義 変 更 届 出 書 

 

  年  月  日  

小 樽 市 長  様 

 

譲 受 人 住所                 

電話番号               

氏名                 

譲 渡 人 住所                 

電話番号               

氏名                 

 

 

 次のとおり名義変更をしたので小樽市建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関する要

綱第３３条の規定により届け出ます。 

 

建 築 位 置  

認定年月日 

認定番号 
 

名義変更年月日  

理 由 

※ 受 付 欄 ※ 決 裁 用 ※ 備 考 

   

注 認定通知書を添付すること。 


